
議案第５１号 

 

木津川市保育所条例の一部改正について 

 

木津川市保育所条例（平成１９年木津川市条例第１１５号）の一部を別紙のとおり

改正する。 

 

令和元年８月２９日提出 

 

                木津川市長 河井 規子   

 

 

 

 

 

提案理由 

「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及

び経過措置に関する政令（令和元年政令第１７号）」の公布により「子ども・子育て

支援法施行令（平成２６年政令第２１３号）」の一部が改正され、令和元年１０月１

日から施行されることに伴い、副食の提供を受けた満３歳以上教育・保育給付認定子

どもに係る利用者から副食費を実費徴収する必要があるため、所要の改正を行うもの

です。 

 

 

 



木津川市条例第   号 

 

木津川市保育所条例の一部を改正する条例（案） 

 

木津川市保育所条例（平成１９年木津川市条例第１１５号）の一部を次のように改

正する。 

 

第３条第１項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「支給認

定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。 

第８条を第９条とする。 

第７条中「利用者負担額及び延長保育料」を「利用者負担額、延長保育料及び副食

費」に改め、同条を第８条とする。 

第６条中「利用者負担額及び延長保育料」を「利用者負担額、延長保育料及び副食

費」に改め、同条を第７条とする。 

第５条第１項中「利用者負担額及び延長保育料」を「利用者負担額、延長保育料及

び副食費」に改め、同条を第６条とし、第４条の次に次の１条を加える。 

（副食費） 

第５条 副食の提供を受けた満３歳以上教育・保育給付認定子どもに係る利用者は、

副食費を納付しなければならない。 

２ 前項の副食費の月額は、４，５００円を上限とし、市長が別に定める。 

 

附 則 

この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

 



参考資料（議案第５１号） 

 

   木津川市保育所条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

（新） 

第１条・第２条 （略） 

（保育料） 

（旧） 

第１条・第２条 （略） 

（保育料） 

第３条 市の設置する施設で特定教育・

保育を受けた子ども・子育て支援法

（平成２４年法律第６５号）第２０条

第４項に規定する教育・保育給付認定

子どもに係る教育・保育給付認定保護

者及び扶養義務者（以下「利用者」と

いう。）は、保育料を納付しなければ

ならない。 

第３条 市の設置する施設で特定教育・

保育を受けた子ども・子育て支援法

（平成２４年法律第６５号）第２０条

第４項に規定する支給認定子どもに係

る支給認定保護者及び扶養義務者（以

下「利用者」という。）は、保育料を

納付しなければならない。 

２ （略） ２ （略） 

第４条 （略） 

（副食費） 

第４条 （略） 

＿＿ 

第５条 副食の提供を受けた満３歳以上

教育・保育給付認定子どもに係る利用

者は、副食費を納付しなければならな

い。 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿ 

２ 前項の副食費の月額は、４，５００

円を上限とし、市長が別に定める。 

＿ ＿＿ 

 

（利用者負担額等の減免） （利用者負担額等の減免） 

第６条 市長は、特に必要があると認め

るときは、利用者負担額、延長保育料

及び副食費を減額し、又は免除するこ

とができる。 

第５条 市長は、特に必要があると認め

るときは、利用者負担額及び延長保育

料を減額し、又は免除することができ

る。 



２ （略） ２ （略） 

（利用者負担額等の返還） （利用者負担額等の返還） 

第７条 既納の利用者負担額、延長保育

料及び副食費は、返還しない。ただ

し、市長が特別の事由があると認める

場合は、この限りでない。 

第６条 既納の利用者負担額及び延長保

育料は、返還しない。ただし、市長が

特別の事由があると認める場合は、こ

の限りでない。 

（利用者負担額等の滞納措置） （利用者負担額等の滞納措置） 

第８条 市長は、利用者が利用者負担

額、延長保育料及び副食費を正当な理

由なくして指定期限内に納入しなかっ

た場合は、必要な措置を執る。 

第７条 市長は、利用者が利用者負担額

及び延長保育料を正当な理由なくして

指定期限内に納入しなかった場合は、

必要な措置を執る。 

第９条 （略） 

 

第８条 （略） 

 

 



  年 月 日 
政策等の形成過程の説明資料 

  年 月 日 

議 案 名 議案第５１号 木津川市保育所条例の一部改正について 

担 当 課 こども宝課 保育係 

 
提案事項の概要等 
（必要性、効果等） 

 
 

 「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う関

係政令の整備等及び経過措置に関する政令（令和元年政令第１７

号）」の公布により「子ども・子育て支援法施行令（平成２６年

政令第２１３号）」の一部が改正され、令和元年１０月１日から

施行されることに伴い、用語の改正及び満３歳以上教育・保育給

付認定子どもに係る利用者から副食費を実費徴収する規定を新

規に追加するものです。 

提案に至るまでの経緯 

◇子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う関係
政令の整備等及び経過措置に関する政令の公布（５月３１日） 

◇子ども・子育て会議（７月１８日） 
◇政策会議（７月２４日） 

市 民 参 加 の 状 況 

□有  ■無 

 

市総合計画の位置付け 

基 本 方 針 
１ ともに「学び」「喜び」「成長し」未来を生きる
子どもを育むまちづくり 

政 策 分 野 １ 子育て 

施 策 
③ 乳幼児期の教育・保育サービス 
ア. 乳幼児期の教育・保育サービスの充実 

概 算 事 業 費 
( 単 位 : 千 円 ) 

□単年度（  年度） 
□複数年度（  年度） 

 

将来にわたる効果及び
経費の状況 

 生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、幼児
教育の負担軽減を図る少子化対策の観点から取り組むこととさ
れた幼児教育・保育の無償化に伴い、これまで保育料の一部とし
て保護者が負担していた第２号認定子どもに係る副食費につい
ては、実費徴収することとなりました。本市では、国基準におい
て、副食費の負担減免措置が講じられる世帯に加え、京都府及び
市独自事業による第３子以降保育料無償化世帯の副食費を免除
することにより、多子世帯の経済的負担を軽減し、子育てしやす
いまちづくりの推進を図ります。 
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